
 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市中心市街地における遊休不動産の利活用を図るために、中心市街地の遊休不動産をリノベーションする事業（以下「補助事業」と

いう。）を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、郡山市補助金等の交付に関する規則（昭和48年郡山市規則18号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 中心市街地 郡山市中心市街地機能活性化ビジョンにおいて中心市街地と定めた別図に定める区域をいう。 

(2) 重点区域 ウォーカブルなまちづくりを進めるため、重点的に支援を行う別図に定める区域をいう。 

(3) 遊休不動産 ６か月以上利活用されていない空き家、空き店舗（店舗併用住宅の場合には、店舗として利用する部分に限る。）、空きビル（一部のみ

利活用されていないものも含む。）等の不動産をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 大型商業施設内の一部を借用して営業するもの 

イ 店舗等と住宅の併用住宅で、店舗等部分と住宅部分が明確に分離できないもの（リノベーション実施後利用を開始するまでに分離することができる

ものは除く。） 

(4) リノベーション 用途の変更や新しい機能を加えるために行う改修工事等により、遊休不動産を再生することをいう。 

 (5) 利活用事業 補助事業完了日（複数年度に渡る場合、最初に補助金の交付を受けた補助事業完了日）から１年以内に開始する次のいずれかに該当する

事業をいう。 

  ア 店舗の運営事業（小売業、宿泊業、飲食サービス業及び生活関連サービス業を行うものに限る。） 

  イ オフィスの運営事業 

 ウ 業務支援施設（コワーキングスペース、会議室等）の運営事業 

 エ コミュニティスペース等地域の活性化に寄与すると認められる施設の運営事業 

 オ アからエまでに規定する事業を行う者に対して、リノベーションした遊休不動産を賃貸する事業 

 カ その他市長が適当と認める事業 

(6) ウォーカブル推進都市 国土交通省が募集する「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、賛同した都市同士で国内外の先進事例などの

情報共有を行い、その他政策づくりに向けた国と地方とのプラットフォームに参加し、ウォーカブルなまちづくりを共に推進する都市のことをいう。 

２ 前項第５号に規定する利活用事業は次のいずれかに該当するものでないこと。 

 (1) 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行うもの 

 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連



特殊営業に該当する事業を行うもの 

 (3) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの 

(4) 利活用事業に関して必要な許認可等を取得していないもの 

(5) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき利活用事業を行うもの 

（補助金の交付の対象者）  

第３条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業を行う個人又は団体（以下「補助対象者」という。）とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者

は、補助対象者から除く。 

(1) 同一の遊休不動産において、同一の利活用事業を行うために本補助金の交付を受けたことがあり、交付限度額（別表１中補助金の額の欄に規定する限

度額をいう。）に達した者 

 (2) 郡山市暴力団排除条例（平成24年郡山市条例第46号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当していると認められる者 

(3) 市税等（個人市民税、法人市民税、固定資産税（都市計画税含む。）、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。）に滞納がある者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者 

 （補助金の交付の対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表１のとおりとする。 

２ 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付の申請）  

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「交付申請者」という。）は、規則第４条の規定により申請するものとする。この場合において、同条

第１号の補助事業等事業計画書は郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業計画書（第１号様式）とし、同条第２号の補助事業等に係る収支予

算書は郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業収支予算書（第２号様式）とし、同条第３号に規定するその他市長が必要と認めて指示する書

類は、別表２のとおりとする。 

（軽微な変更の範囲）  

第６条 規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。  

(1) 補助対象経費の総額の10分の２に相当する金額以内の変更 

(2) 補助事業計画の細部の変更であって、補助金の交付を決定した額の増額を伴わない変更  

 （補助金の交付の条件） 

第７条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、次に掲げるとおりとする。  

 (1) 補助金の交付の目的以外に補助金を使用しないこと。 

(2) ２年以上利活用事業を継続して実施する又は利活用事業を実施する者と２年以上の賃貸借契約を締結すること。 



(3) 市内事業者（郡山市内に本社、支社等を有する者。以下同じ。）が施工すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、郡山市まちなかリノベー

ション改修工事支援補助事業市外事業者選定理由書（第５号様式）を提出することで市外事業者の施工も可能とする。 

ア 市内事業者では施工できない工事等の発注 

イ 市内事業者では取り扱いのない備品等の発注 

ウ その他市内事業者を選定しないことについて、合理的な理由があり、市長が必要と認めるもの 

(4) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存すること。 

(5) 市長が必要に応じて行う調査に協力すること。 

(6) 重点区域においては、本市が「ウォーカブル推進都市」であることに鑑みて「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出に努めること。 

（実績報告） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から30日以内又は補助事業が完了した日の属する年度の３月31日まで

のいずれか早い日までに、規則第14条の規定により市長に実績を報告するものとする。この場合において、同条の補助事業等に係る収支決算書は郡山市ま

ちなかリノベーション改修工事支援補助事業収支決算書（第６号様式）とし、その他市長が必要と認めて指示する書類は次のとおりとする。 

(1) 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業実績報告書（第７号様式） 

(2) 補助対象経費の内訳及びリノベーション実施内容が確認できる書類 

(3) リノベーション実施前及び実施後の写真（内観及び外観） 

(4) 補助対象経費の支出を確認できる領収書等の写し 

(5) その他参考となる資料 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに規則第15条第１項に規定する補助金等交付額確定通知書により補助金の交付の決定を受けた

者に通知するものとする。ただし、確定額が交付決定した額と同額である場合は、当該通知を省略するものとする。  

（財産処分の制限）  

第10条 規則第20条に規定する市長の承認を受けようとする補助事業者は、郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業取得財産処分承認申請書（

第８号様式）を市長に提出するものとする。  

２ 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）別表第１に定められている財

産の耐用年数等に相当する範囲内とする。この場合において、同表の耐用年数等が５年以上のものは、５年とする。 

（委任）  

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。  



附 則  

この要綱は、令和８年６月３日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別図（第２条関係）  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 中心市街地は、図に太線で示した内側の範囲とする。 

２ 重点区域は、図に示す斜線の区域内で、県道須賀川・

二本松線沿いの一街区を範囲とする。 



別表１（第４条関係) 

補助対象経費 補助対象経費の内容 補助金の額 備考 

以下のリノベーションに要する費用 

１ 店舗（小売業、宿泊業、飲食サー

ビス業及び生活関連サービス業を行

うものに限る。） 

２ オフィス 

３ 業務支援施設（コワーキングスペ

ース、会議室等） 

４ コミュニティスペース等地域の活

性化に寄与すると認められる施設 

５ その他市長が適当と認めるもの 

(1) 内装工事費 

(2) 外装工事費 

(3) 建具工事費 

(4) 給排水衛生設備工事費 

(5) 冷暖房及び空調工事費 

(6) 電気及び照明工事費 

(7) ガス工事費 

(8) 設計及び工事監理費 

(9) 工具等のレンタル費 

(10)残置物撤去費 

補助対象経費の２分の１

以内の額（１補助事業当

たり「重点区域」にあっ

ては150万円、「重点区

域以外」にあっては50万

円を限度とする。） 

・補助対象経費の内容（１）～（７）については工

事に伴う資材等購入費を含むものとする。 

・次に掲げるものは補助対象経費に含めないものと

する。 

 ア 消費税及び地方消費税額に相当する額 

 イ 国、地方公共団体等から交付を受けた補助金

その他これに類する収入に計上された補助対象

経費 

別表２（第５条関係) 

交付申請者 書類 

遊休不動産所有者が

補助事業を実施する

場合 

(1) 同意書兼誓約書（第３号様式） 

(2) 遊休不動産の全部事項証明書 

(3) 遊休不動産が利活用されていなかったことが確認できる書類 

(4) 補助対象経費が確認できる書類 

(5) 遊休不動産の位置図 

(6) 設計図書等（配置図、平面図、立面図等） 

(7) 遊休不動産の写真（内観及び外観） 

(8) 通帳の写しその他の振込先の口座を確認できる書類 

(9) 国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入に計上された補助対象経費を確認できる書類（当該収入

がある場合に限る。） 

(10)その他参考となる書類 



遊休不動産所有者と

賃貸借契約を締結し

補助事業を実施する

場合 

(1) 同意書兼誓約書（第３号様式） 

(2) リノベーション施工同意書兼遊休不動産未利用期間確認書（第４号様式）  

(3) 遊休不動産の全部事項証明書 

(4) 賃貸借契約書の写し 

(5) 補助対象経費が確認できる書類 

(6) 遊休不動産の位置図 

(7) 設計図書等（配置図、平面図、立面図等） 

(8) 遊休不動産の写真（内観及び外観） 

(9) 通帳の写しその他の振込先の口座を確認できる書類 

(10)国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入に計上された補助対象経費を確認できる書類（当該収入

がある場合に限る。） 

(11)その他参考となる書類 

 



（1/3） 

第１号様式（第５条関係） 

 

郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業計画書 

 

１．申請者の概要 

１ 
区 分 
（いずれかに○） 

個人   
・ 

  法人（団体） 

※法人（団体）の場合は記入してください。 

フリガナ  

法人 （団体）名  

２ 

氏 名 
（法人 （団体）の場

合、代表者の役職

も記載） 

役 職  

フリガナ  

氏 名  

３ 
住 所 又 は 
所 在 地 

〒 

 

４ 連 絡 先 
電話番号  

メールアドレス  

５ 
資 本 金 
（法人 （団体）の場

合は記入） 

 

 

該当するパターンに✔を記入し、対象項目への記入をお願いします。 

 補助事業実施者 利活用事業実施者 対象項目 

□ 
物件所有者 ● ● 

２－１へ 
賃借人 － － 

□ 
物件所有者 － － 

２－１へ 
賃借人 ● ● 

□ 
物件所有者 ● － 

２－２へ 
賃借人 － ● 

 

※「３．リノベーション内容」は、全ての方が記入してください。 

※「補助事業」とは、要綱第１条に規定する中心市街地の遊休不動産をリノベーションする事

業のことを言います。 

※「利活用事業」とは、要綱第２条第１項第５号及び同条第２項に規定する事業のことを言い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（2/3） 

 

２－１．物件所有者又は賃借人が補助事業を実施し、利活用事業を実施する場合 

１ 
事 業 経 験 
（ い ず れ か に ○ ） 

あり 
・ 
なし 

あ
り
の
場
合 

事業内容（概要） 

 

２ 店舗 （予定）名  

３ 業 種  ４ 
利活用事業開始
（ 予 定 ） 日 

年  月  日 

５ 
利 活 用 事 業 
内 容 

 

６ 
営 業 時 間 ・ 
定 休 日 等 

 ７ 
従業員数 
（申請者本人

は除く。） 

 

※正規、非正規従業員数等のそれぞれの人数を記入 

８ 事 業 計 画  

９ 
補 助 金 
活 用 理 由 

 

 

２－２．物件所有者が補助事業を実施し、賃借人が利活用事業を実施する場合 

１ 
賃借人が 

決定している場合 

賃 借 人 住 所  

賃 借 人 氏 名  

賃貸借契約締結日 年  月  日 

賃借人が実施する 

利 活 用 事 業 内 容 
 

２ 

賃借人が 

決定していない場合 

※補助事業実施後１年以内に

は利活用事業を実施する者へ

賃貸をする必要があります。 

今 後 の 計 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（3/3） 

 

３．リノベーション内容 

１ 

これまでに 
支払われた 
本補助金の額 
（いずれかに○） 

あり 
・ 
なし 

あ
り
の
場
合 

補 助 金 交 付 決 定 日 
（決定通知文書番号） 

年  月  日 
（ 郡都第  号） 

補助金交付額 円 

２ 
活用物件 の 
所 在 地 

〒963- 該
当
す
る
方
に
✔ 

□ 重点区域 
（150 万円上限） 

□ 重点区域以外 
（50 万円上限） 

郡山市 

３ 

施工事業者 
※複数施工事業者が

ある場合には工事名

ごとに記入 

※市内事業者へ発注

できない場合は理由

書（第５号様式）を

提出 

施工事業者名（工事名）  

住所 ・事務所所在地  

４ 工 事 計 画 

工 事 開 始 予 定 日 年   月   日 

補助対象経費にかかる工事開始 

予 定 日 
年   月   日 

工 事 完 了 予 定 日 年   月   日 

 
 
５ 

 
総事業費（（Ａ）＋（Ｂ）） 

※税抜 
円 

事業費 

補助対象経費 
金額（円） 
※税抜 

補助対象外経費 
金額（円） 

※税抜 

(1) 内装工事費 円 工事費 円 

(2) 外装工事費 円 工事費 円 

(3) 建具工事費 円 工事費 円 

(4) 給排水衛生設
備工事費 

円 工事費 円 

(5) 冷暖房及び空
調工事費 

円 工事費 円 

(6) 電気及び照明
工事費 

円   

(7) ガス工事費 円   

(8) 設計及び工事
監理費 

円   

(9) 工具等のレン
タル費 

円   

(10)残置物撤去費 円   

合計（Ａ） 円 合計（Ｂ） 円 

（Ａ）×1/2 円 （Ｃ） 

                ↓ 

６ 補助金交付申請額（Ｄ） 
（Ｃ）と限度額のいずれか 
少ない方 
※1,000 円未満は切り捨て 

円 

 

※ 次に掲げるものは補助対象経費に含めません。 

  (1) 消費税及び地方消費税額に相当する額 
  (2) 国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入に計上された補

助対象経費 



第２号様式（第５条関係） 

 

郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業収支予算書 

 

１．収入の部 

（単位：円） 

区 分 内 容 予算額 

本補助金 

（第１号様式（Ｄ）の額） 

郡山市まちなかリノベーション改修工事支

援補助金 
円 

その他補助金等 

（国、地方公共団体等から 

交付を受けたもの） 

 円 

自己資金 貯蓄等 円 

借入金  円 

その他  円 

合 計 円 

 

２．支出の部 

（単位：円） 

区 分 内 容 予算額（税込） 

補助対象経費  円 

補助対象外経費  円 

合 計 円 

 

※ 「内容」には各区分の詳細を記入願います。 

※ 行が不足する場合には、適宜追加してください。 
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第３号様式（第５条関係） 

 

同意書兼誓約書 
年  月  日 

 郡山市長 

 

                住所又は 

申請者 所 在 地                     

 

生年月日                     

 
                （フリガナ） 

氏  名 

（法人（団体）名及び 

代表者役職氏名）                  

                  （自署又は記名押印） 

 

                電話番号                     

 

郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金申請に当たり、郡山市まちなかリノベーション改

修工事支援補助金交付要綱（以下「要綱」という。）を確認し、下記の事項について同意及び誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、  

異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

【同意事項】 

□ 税務担当課へ次の税目の納付状況(税目、税額、申告の有無等)の照会に関すること。 

 

 

 

 

□ 本補助金の申請及び実績報告の内容について、市が必要に応じて関係所属と情報共有を行う

こと。 

□ 物件所有者や周辺地域住民等の関係者との間に起きたトラブルについては、市で一切責任を

負わないこと。 

 

【誓約事項】 

□ 補助金申請書、事業計画書（第１号様式）、収支予算書（第２号様式）その他必要書類に記載の

内容等に偽りがないこと。 

□ 【遊休不動産所有者の場合】遊休不動産を共有する者がいる場合には、リノベーションを行うこ

とについて共有者全ての同意を得ていること。 

□ 郡山市暴力団排除条例（平成 24 年郡山市条例第 46 号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員

等に該当していないこと。 

□ 利活用事業が公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行うものではないこと。 

□ 利活用事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第２

条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行

うものではないこと。 

□ 利活用事業が宗教活動又は政治活動を目的とするものではないこと。 

□ 利活用事業に関して必要な許認可等を取得しているもの。 

□ 利活用事業がフランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行うものではないこと。 

□ 要綱別表１に規定する補助対象経費とならない経費を含んでいないこと。 

□ 補助金の交付の目的以外に補助金を使用しないこと。 

□ ２年以上利活用事業を継続して実施する又は利活用事業を実施する者と２年以上の賃貸借契約

（確認税目） 

個人市民税、法人市民税、固定資産税（都市計画税含む。）、軽自動車税、事業所税、

入湯税及び国民健康保険税 
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が締結されること。 

□ 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度か

ら起算して５年間保存すること。 

□ 補助金の交付の対象となった事業について市長が行う調査に協力すること。 

 

 
※記載内容に虚偽等があった場合は、補助金の決定を取り消すことがあります。 

※記載内容や添付書類に不備があった場合は、補助金の交付の決定が遅れることがあります。 



第４号様式（第５条関係） 

 

リノベーション施工同意書兼遊休不動産未利用期間確認書 

 

年  月  日 

 郡山市長 

 

【遊休不動産所有者】 

                   住所又は 

    所 在 地                     
                   （フリガナ） 

氏  名 

（法人（団体）名及び 

代表者役職氏名）                   

                      （自署又は記名押印） 

  

                   電話番号                     

 

 

 私は、私が所有する遊休不動産について、下記のとおり６か月以上利用されていないこと

を証明します。また、当該遊休不動産において、下記２の者がリノベーション及び郡山市ま

ちなかリノベーション改修工事支援補助金の申請等を行うことに同意します。 

 

記 

 

１．遊休不動産 

所在地 郡山市 

従前の用途  

遊休不動産が 
未利用となった日 年   月   日 

未利用期間 年   か月 

 

 

２．交付申請者 

住所又は所在地  

氏名 
（法人（団体）名及び 
代表者役職氏名） 

 

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

 

郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業市外業者選定理由書 

 

年  月  日 

 郡山市長 

 

                   住所又は 

    所 在 地                     
                   （フリガナ） 

氏  名 

（法人（団体）名及び 

代表者役職氏名）                   

  

                   電話番号                     

 

 

 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業について、下記の理由により市外業者

へ発注を行います。 

 

記 

 

１．発注先 

工事名  

住所又は事務所所在地  

業者名  

 

２．市内事業者へ発注できない理由 

（具体的に記入願います。） 

※複数事業者に依頼する場合、１つでも市外事業者が含まれている場合には提出が必要です。 



第６号様式（第８条関係） 

 

郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業収支決算書 

 

１．収入の部 

（単位：円） 

区 分 内 容 決算額 

本補助金 

（第７号様式（Ｄ）の額） 

郡山市まちなかリノベーション改修工事支

援補助金 
円 

その他補助金等 

（国、地方公共団体等から 

交付を受けたもの） 

 円 

自己資金 貯蓄等 円 

借入金  円 

その他  円 

合 計 円 

 

２．支出の部 

（単位：円） 

区 分 内 容 決算額（税込） 

補助対象経費  円 

補助対象外経費  円 

合 計 円 

 

※ 「内容」には各区分の詳細を記入願います。 

※ 行が不足する場合には、適宜追加してください。 
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第７号様式（第８条関係） 

 

郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業実績報告書 

 

該当するパターンに✔を記入し、対象項目への記入をお願いします。 

 補助事業実施者 利活用事業実施者 対象項目 

□ 
物件所有者 ● ● 

１－１へ 
賃借人 × × 

□ 
物件所有者 × × 

１－１へ 
賃借人 ● ● 

□ 
物件所有者 ● × 

１－２へ 
賃借人 × ● 

※「２．報告内容」は、全ての方が記入してください。 

※「補助事業」とは、要綱第１条に規定する中心市街地の遊休不動産をリノベーションする事

業のことを言います。 

※「利活用事業」とは、要綱第２条第１項第５号及び同条第２項に規定する事業のことを言い

ます。 

 

１－１．物件所有者又は賃借人が補助事業を実施し、利活用事業を実施する場合  

１ 店 舗 名  

２ 業 種  ３ 利活用事業開始日 年  月  日 

４ 
利 活 用 事 業 
内 容 

 

５ 
営 業 時 間 ・ 
定 休 日 等 

 ６ 
従業員数 
（申請者本人

は除く。） 

 

※正規、非正規従業員数等のそれぞれの人数を記入 

７ 事 業 計 画  

 

１－２．物件所有者が補助事業を実施し、賃借人が利活用事業を実施する場合 

１ 
賃借人が 

決定している場合 

賃 借 人 住 所  

賃 借 人 氏 名  

賃貸借契約締結日 年  月  日 

賃借人が実施する 

利 活 用 事 業 内 容 
 

２ 

賃借人が 

決定していない場合 

※補助事業実施後１年以内に

は利活用事業を実施する者へ

賃貸をする必要があります。 

今 後 の 計 画 
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２．報告内容  

１ 
活用物件の 
所在地 

〒963- 
該
当
す
る
方
に
✔ 

□ 重点区域 
（150 万円上限） 

□ 重点区域以外 
（50 万円上限） 郡山市 

２ 

施工事業者 
※複数施工事業者

がいる場合には工

事名ごとに記入 

※市内事業者へ発

注できない場合は 

理由書（第５号様

式）を提出 

施工事業者名（工事名）  

住所・事務所所在地  

３ 工 事 計 画 

工 事 開 始 日 年   月   日 

補助対象経費にかかる工事開始日 年   月   日 

工 事 完 了 日 年   月   日 

 
 
４ 

 
総事業費（（Ａ）＋（Ｂ）） 

※税抜 
円 

事業費 

補助対象経費 
金額（円） 

※税抜 
補助対象外経費 

金額（円） 
※税抜 

(1) 内装工事費 円    工事費 円 

(2) 外装工事費 円     工事費 円 

(3) 建具工事費 円       工事費 円 

(4) 給排水衛生設備
工事費 

円       工事費 円 

(5) 冷暖房及び空調
工事費 

円       工事費 円 

(6) 電気及び照明工
事費 

円       工事費 円 

(7) ガス工事費 円   

(8) 設計及び工事監
理費 

円   

(9) 工具等のレンタ
ル費 

円   

(10)残置物撤去費 円   

合計（Ａ） 円 合計（Ｂ） 円 

（Ａ）×1/2 円 （Ｃ） 

                ↓ 

５ 補助金実績報告額（Ｄ） 
（Ｃ）と限度額のいずれか
少ない方 
※1,000 円未満切り捨て 

円 

 
※ 次に掲げるものは補助対象経費に含めません。 
  (1) 消費税及び地方消費税額に相当する額 
  (2) 国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入に計上された補

助対象経費 



第８号様式（第 10条関係） 

 

郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業取得財産処分承認申請書 

 

年  月  日 

 郡山市長 

 

                   住所又は 

    所 在 地                     
                   （フリガナ） 

氏  名 

（法人（団体）名及び 

代表者役職氏名）                   

                      （自署又は記名押印） 

  

                   電話番号                     

 

 

 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業により取得した財産を下記のとおり

処分したいので、郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金交付要綱第 10 条第１項

の規定により申請します。 

 

記 

 

１．物件名 

 

 

２．取得価格及び時価 

 

 

３．取得年月日 

 

 

４．処分の理由  

 

 

５．処分の方法 

 

 

６．処分予定価格 

 

 


